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台風接近に伴う措置について 

 

 

 盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申しあげ

ます。また、平素より本校教育にご理解とご協力を賜り感謝申しあげます。 

さて、1 学期終業式を 17 日(金)に控え台風１１号が近畿圏に接近しておりま

す。つきましては、生徒の安全を第一に考え、台風が大阪に接近した場合、授

業については下記の通りにしますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

 

１．大阪市に、午前 7 時の時点で「暴風警報」・｢特別警報｣が発令されている場

合については、臨時休業とします。 

 

    ※対象になる警報は「暴風警報」・｢特別警報｣のみです。 

テレビ、ラジオ、インターネット等でご確認ください。 

 

２．登校時から下校時までに、大阪市に「暴風警報」・｢特別警報｣が発令された

場合は、通学路の安全を確認のうえ速やかに下校させます。 

 

３．17 日の終業式が休業になる可能性があるための措置として、16 日(木)の授

業時間割は、①木１、②木２、③学活、④学活 とします。 

       （※学活は、各学年、集会や大清掃、ｱﾝｹｰﾄ等を行います。） 

 

 


